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分　　野
ニート ひきこもり 不登校 発達障害 就労

非行・ 
立ち直り

ヤング 
ケアラー

その他

 
― ― ○ ○ ― ○ ○ ○

 
施 設 名 こどもの相談センター　わかくさ

 
住　　所 広島市東区光町一丁目 9-19　Merry　Gate 駅北 1 階

 
Ｔ Ｅ Ｌ

082-263-3058 

082-298-0581（ヤングケアラー専用）
ＦＡＸ 082-263-3082

 
Ｅメール

wakakusa@shudoin.or.jp  

y-wakakusa@shudoin.or.jp(ヤングケアラー専用）

 
ホームページ https://wakakusa-jikasen.org/　

 
受 付 日

水曜日・年末年始を除く毎日 

土日祝も開設
時間 午前１０時～午後７時

 
対象年齢

１８歳未満の子ども及び保護者 

ヤングケアラー相談は，おおむね３０歳までの方及びその家族や関係者
 

支援内容

相談形態
面接 訪問 電話 ＦＡＸ Ｅメール

 ○ ○ ○ ― ―

 〇　子どもに関する相談　〇 
社会福祉士がお話を伺い、お困りごとへの解決を目指します。適切なサービスを紹介したり、手続きをする

際のお手伝いをさせていただきます。関係機関との連絡や調整などもすることができます。 
子どもの行動や発達にお困りごとがあれば、臨床心理士が解決に向けて一緒に考えさせていただきます。

また、子どもへの心理的なアプローチをすることもできます。 
家庭や学校を訪問してお話を伺うこともできます。 

 
〇　ヤングケアラー相談　〇 

専門相談員がお話をお聞きします。相談したいことが明確でなくても、家庭や学校、進路のことで気になる

ことがあれば何でもお話を聞かせてください。 
 
～～ヤングケアラーとは～～ 

「本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと」※を言

います。 
「責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります」※。 
普段は言えない自分のことや家族について話をすると、心が少し軽くなるかもしれません。 

 
※子ども家庭庁 HP より 

～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
土日祝日も対応しています。 
どこに相談したらいいか分からない時には、一度わかくさにご相談ください。 
 
学校や支援者の方からの相談もお受けしています。

 
体　　制 相談員 5 名（社会福祉士４名，臨床心理士１名）

 
対象地域 広島市内

 
費 用 □　有料　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ■　無料

 
予 約 ■　要　（面接相談は事前予約をお願いします。　　　　　　　　　　　　　　） □　不要

 
最寄駅/バス停等 JR「広島駅」から徒歩 5 分

 
駐 車 場 ■　有　（2 台） □　有料　　　　　　　　円　　　　■無料 □　無

https://wakakusa-jikasen.org/

